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業務中や通勤途上の病気やケガの場合、労災がおりることは多くの方がご存知でしょう。しかし、

労災の対象、健保との違い、手続きの方法等があまり知られていないために、治療費を健保で支払っ

てしまう、ということがあるかもしれません。 

本稿では、健保との違いに着目しながら、特に労災について紹介したいと思います。 

 

1――健康保険、労災保険の給付の対象 

1｜業務上の病気やケガは、健康保険の対象外  

労働者が、勤務中や通勤途上でケガをした場合は、それぞれ業務災害や通勤災害と言い、労災保険

（労働者災害補償保険）が適用されます。この場合の労働者とは、正社員だけを指すのではなく、ア

ルバイトやパートタイマー、試用期間中、国籍等に関係なくすべての労働者が対象となります。労災

保険は、一人でも労働者を使用する事業で加入が義務付けられており、保険料は全額事業主が負担し

ています。 

一方、協会けんぽ、組合健保といった健康保険の保険給付は、労災保険からの給付がある業務災害

以外で発生した病気やケガ、または出産、死亡に対して、診療、または給付金の形で支給され、労災

保険からの給付がある業務災害では支給の対象外です。 

なお、国家（地方）公務員は、労災保険ではなく、国家（地方）公務員災害補償制度の対象となり

ます。基本的な仕組みは、労災保険と同様です。 

 

2｜労災は労働者が対象。社長・役員や自営業者・個人事業主は原則対象外。 

労災は労働者が対象であるため、社長や役員といった「使用者」には適用されず、業務上の病気や

ケガであっても労災保険から給付を受け取ることができません。また、業務上の病気やケガは、全額

使用者側の負担で行うべきとの観点から、健康保険も使えません。 

ただし、経営者であっても、「中小事業主1」にあたり、所轄の都道府県労働局長の承認が得られれ

                                                
1 業種によって条件は異なり、金融、保険、不動産、小売業の場合は労働者数が常時 50人以下、卸売、サービス業の場合は
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ば、経営者でも特別加入が認められることがあります。また、個人事業主や海外派遣者も特別加入が

認められることがあります。ただし、特別加入の場合は、危険度に応じた保険料等が必要となります。 

被保険者の数が５人未満である法人の役員で、一般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂

行している場合は、業務上の病気やケガ、もしくは死亡であっても、健康保険から給付を受けられる

ことがあります。また、国保加入者で、労災保険の適用事業、適用労働者、特別加入者でない場合は、

業務上の病気やケガでも国保の給付が受けられます。 

 

2――給付の種類 

労災保険には、療養（補償）給付、休業（補償）給付、障害（補償）給付、遺族（補償）給付、葬

祭料（葬祭給付）、傷病（補償）給付、介護（補償）給付、二次健康診断等給付と多岐にわたります（図

表１）。療養（補償）給付では、必要な療養費用すべてが支給されますので、健保の３割自己負担と比

べると手厚くなっています。 

 

図表１ 労災保険の給付種類 

 

 

3――手続きの方法 

業務中、または通勤途上にケガをした場合は、速やかに会社に届け出て、労基署（労働基準監督署）

への申請を行います。業務が原因と思われる病気になった場合は、気付いた時点で届け出るのが望ま

しいとされます。 

                                                                                                                                                            
100人以下、その他の事業の場合は 300人以下となっています。 

労災による病気やケガ

療養（補償）給付
・療養の給付（労災病院）
・療養の費用（それ以外）

休業（補償）給付
・療養のため労働できない時
・４日目から

傷病（補償）年金
・療養開始後1年６か月後から
該当傷病等級で

障害（補償）給付
・年金（障害等級１～７）
・一時金（同 ８～14）

介護（補償）給付
・障害年金、傷病年金の一定
障害で介護を受けているとき

遺族（補償）給付
・年金（規定の遺族に応じて）
・一時金（遺族がいない場合）

葬祭料
（葬祭給付）

（病気・ケガ）

（死亡）

（治癒）

定期健康診断等の異常の所見

二次健康診断等給付
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書類は、労災病院2で受診した場合の療養給付はその病院に、二次健康診断給付は受診をした機関に、

それ以外は所轄の労基署に、それぞれ提出します。労基署への手続きは、被災した労働者、またはそ

の遺族が行うことになっていますが、会社が代行してくれる場合も多いようです。仮に、会社が労災

だと認めない場合、申請書には、会社の署名欄がありますが、署名なしで労基署に提出することがで

きます。 

重症などで治療を先に行う場合の費用の支払い方は、労災病院に行くか、それ以外の医療機関に行

くかで変わります。労災病院の場合は、治療費を払わずに無料で治療を受けることができ、労基署で

の手続き終了後、その病院に治療費が支払われます。一方、それ以外の病院で治療を受けた場合は、

いったん自分で治療費を支払う必要があります（全額負担）。その際には、健康保険証を使わず、全額

自費で支払い、労基署での手続き終了後、指定した口座に治療費が振り込まれます。 

もし、労災病院で治療費を払わずに治療を受け、のちに労災と認められなかった場合は、健康保険

の対象となり、その病院から自己負担３割分の請求が来ます。 

反対に、労災であるにも関わらず、健康保険を使って３割負担で支払ってしまった場合は、治療を

受けた病院に切り替えが可能か確認し、可能な場合は窓口で支払った分の領収書と該当する労災請求

書を提出することで、労災として取り扱われ、支払った自己負担分が戻ってきます。治療を受けた病

院で切替えが不可能な場合は、健康保険の保険者へ労災適用であったことを申し出て、保険者からの

指示にしたがって残り７割分を返納し、改めて該当する労災請求書と領収書等で労基署で手続きを行

います。 

 

4――労災保険の判断基準 

業務上の災害なのかどうか、傷病や障害の程度がどのくらいなのか等は、労基署が事業主や医師の

証明をもとに判断をします。 

 

(1) 業務災害 

ケガについては、業務中（トイレ等生理的行為中を含む）に起きれば、おおむね業務災害と認めら

れます。ただし、休憩時間や就業前後に、私的な行為によって発生した場合は業務災害とは認められ

ません。出張や社用での外出等、事業主の支配下にあるものの、管理下を離れている場合も、積極的

な私的行為によって発生した場合を除いて、一般的には業務災害とされます。 

疾病については業務との間に相当因果関係が認められる疾病について、労災保険の対象となります。つ

まり、たとえば、就業時間外における発症であっても、業務による有害因子にさらされたことによって発症した

ものと認められれば、業務上疾病と認められますが、就業時間内に発症したとしても、業務上の理由が認めら

れない限り、認められません。 

一般に、①労働の場に有害因子が存在していること、②健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされた

こと、③発症の経過および病態が医学的にみて妥当であることの３つの要件が満たされる場合には、原則と

して業務上疾病と認められます。 

                                                
2  労災病院とは、勤労者の医療の中核を担う、働く人々の職業生活を医療で支えることを目的とする医療機関で、全国にあ

り、厚労省のサイト等で検索することができます。 
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(2) 通勤災害 

通勤災害でいう「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の

就業の場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動を、合理的な経路および方法で行うこ

とをいい、移動の経路を逸脱したり中断した場合は、その間の移動は「通勤」とはなりません。また、

業務の性質を有する移動は、通勤災害ではなく、業務災害となります。 

例えば、通勤ラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻とある程度の前後があっても認め

られます。また、通勤のために通常利用する経路が複数ある場合、それらの経路はいずれも合理的な

経路とみなされるほか、当日の交通事情により、やむを得ず通る経路も合理的な経路とみなされます。

また、鉄道やバスなどの公共交通機関の利用、自動車・自転車の本来の用法に従った使用、徒歩など

は、平常用いているかどうかや、会社に届け出ている経路かどうかにかかわらず、合理的な方法かど

うかが判断基準となります。 

通勤の途中で映画館に入る場合、飲酒をする場合などは、通勤とは関係のない行為とみなされ、以

降の移動は通勤とはみなされません。公衆トイレを使う場合や、経路上の店でタバコやジュースを購

入する場合、厚生労働省令で定める例外行為3を、やむを得ない事由により最小限度で行う場合は、逸

脱または中断の間を除き、合理的な経路に戻った場合は、再び通勤とみなされます。 

 

(3) 第三者行為災害 

これまで説明してきた業務上または通勤による病気やケガの原因となる災害は、労働者、事業主等

以外の第三者の行為によって生じることがあります。たとえば、通行中に建設現場の落下物に当たる、

通勤途中に交通事故に遭うといったことが起こる等が考えられます。その場合、労災保険の給付と、

自賠責保険等による保険金支払との間で、損害に対する二重のてん補とならないよう支給調整が行わ

れますが、どちらを先に受け取るかは、被災労働者、またはその遺族が自由に選べます。 

 

健保と労災は、対象とする範囲が異なります。業務上の病気やケガは労災を使う（労基署に相談を

する）必要があります。また、手続きは、原則として被災労働者やその遺族が行わなければいけない

ので、正しく理解をしておく必要があるでしょう。 

 

                                                
3  日用品の購入、職業訓練、選挙、病院等の受診、継続的な介護等。詳細は厚生労働省サイトをご覧ください。 


